
Information

　
　
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」は
、高
校
・

短
大
・
大
学
・
専
修
学
校
・
各
種
学

校
や
外
国
の
高
校
・
大
学
等
に
入

学
・
在
学
す
る
お
子
さ
ん
を
お
持

ち
の
ご
家
庭
を
対
象
と
し
た
、
公

的
な
融
資
制
度
で
す
。

■
融
資
額

　　

学
生
・
生
徒
１
人
に
つ
き
300
万
円

以
内

■
利
率（
固
定
金
利
、26
年
１
月
17
日
現
在
）

　　

年
２
．３
５
％

※
母
子
家
庭
ま
た
は
、世
帯
年
収
200
万
円
・

所
得
122
万
円
以
内
の
方
は
、年
１
．
９
５
％

■
返
済
期
間　

15
年
以
内

※
交
通
遺
児
家
庭
、母
子
家
庭
ま
た
は
世

帯
年
収
200
万
円
・
所
得
122
万
円
以
内
の
方

は
18
年
以
内

　
　

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
な
ど
、

申
込
み
に
関
す
る
ご
相
談
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　　


0
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0
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0
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8
6
5
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25
年
４
月
分
か
ら
26
年
３
月
分

ま
で
、
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額

１
５
，０
４
０
円
で
す
。
保
険
料
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納

付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・
郵
便

局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。ま
た
、ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

を
利
用
し
て
の
納
付
、
便
利
で
お

得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

　
　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、

電
話
、書
面
、面
談
に
よ
り
早
期
に

納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。

　
　

未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
強

制
徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
催
促

を
行
い
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で

に
納
付
が
無
い
場
合
は
、
延
滞
金

が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、納
付
義

務
の
あ
る
方
の
財
産
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、早
め

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、連
帯

し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
配
偶
者
お
よ

び
世
帯
主
に
な
り
ま
す

　
　

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
免
除
さ

れ
る
制
度
、
猶
予
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所
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市
役
所
市
民
保
険
課

▼
国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
を
ま

と
め
て
前
払
い
す
る
と
割
引
に
な

る
後
納
制
度
が
あ
り
、
な
か
で
も

口
座
振
替
は
現
金
納
付
等
に
比
べ

て
割
引
額
が
大
き
く
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

▼
前
納
の
期
間
が
長
い
ほ
ど
割
引

額
が
大
き
く
な
り
ま
す
が
、こ
れ
ま

で
口
座
振
替
で
前
納
で
き
る
期
間

は
最
長
１
年
間
で
、
割
引
額
は
年

３
，７
８
０
円
（
25
年
度
の
金
額
）で

し
た
。

▼
26
年
４
月
末
の
口
座
振
替
分
か

ら
は
、
割
引
額
が
よ
り
大
き
い「
２

年
前
納
」が
始
ま
り
ま
す
。

※「
２
年
前
納
」は
口
座
振
替
だ
け
の
取
扱

い
で
す

▼「
２
年
前
納
」を
ご
利
用
い
た
だ

く
と
、
毎
月
現
金
で
納
付
す
る
場

合
と
比
べ
、２
年
間
で
１
万
４
千
円

程
度
の
割
引
に
な
り
ま
す
（
割
引

額
は
25
年
度
の
保
険
料
額
に
よ
る

推
計
）。

※
２
年
前
納
の
保
険
料
額
は
、26
年
２
月
の

告
示
に
よ
り
確
定
す
る
予
定
で
す

▼
26
年
４
月
末
の
口
座
振
替
に
よ

る
前
納
の
申
込
期
限
は
、
26
年
２

月
末
で
す
。

　　

詳
細
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

南
国
年
金
事
務
所
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市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

交
通
事
故
な
ど
、
他
人
の
行
為

に
よ
っ
て
け
が
を
し
た
場
合（
第
三

者
行
為
）で
も
国
保
で
治
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
　

国
保
で
は
、
被
保
険
者
の
治
療

を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
市
が
一
時
的
に
医

療
機
関
な
ど
に
治
療
費
を
立
替
て

お
き
、
後
か
ら
加
害
者
で
あ
る
第

三
者
に
そ
の
治
療
費
を
請
求
し
ま

す
。そ
の
よ
う
な
事
が
あ
っ
た
場
合

は
、第
三
者
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口

へ
申
し
出
る
と
と
も
に
、市
民
保
険

課
国
保
係
へ「
第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」

の
提
出
に
必
要
な
も
の

①
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届

　　
（
用
紙
は
市
民
保
険
課
で
配
布
）

②
被
保
険
者
証

③
印
鑑

④
事
故
証
明
書（
人
身
）

　
　

た
だ
し
、
業
務
中
の
け
が
や
飲

酒
運
転
・
無
免
許
な
ど
違
法
行
為

に
よ
る
ケ
ガ
等
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　

研
修
受
入
農
家
の
指
導
の
も

と
、
露
地
野
菜
や
施
設
野
菜
な
ど

を
作
り
、農
業
研
修
を
行
い
ま
す
。

応
募
資
格
な
ど
、
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　　

香
南
市
に
お
け
る
新
規
就
農
希

望
者
で
、研
修
終
了
後
、市
内
で
就

農
す
る
こ
と
が
確
実
な
20
歳
以
上

61
歳
未
満
の
人

■
募
集
期
間

　　
２
月
10
日（
月
）〜
28
日（
金
）

■
研
修
期
間

　　
１
年
以
上
２
年
以
内

※
研
修
日
数
は
月
20
日
以
上

■
研
修
補
助
金

　　

月
額
１
５
０
，０
０
０
円
以
内

■
応
募
方
法

　
　

新
規
就
農
研
修
申
込
書
、誓
約

書
、履
歴
書
、納
税
証
明
書
ま
た
は

課
税
証
明
書
、
作
文
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
込
書
配
布
・
申
込
み
・
問
い
合

わ
せ　　

市
役
所
農
林
課

　　

物
部
川
の
町
田
堰
よ
り
取
水
し

て
い
る
農
業
用
水
の
水
止
め
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
期
間　
２
月
28
日（
金
）８
時
〜

　　　　　　　
３
月
４
日（
火
）17
時

■
問
い
合
わ
せ

　　

物
部
川
土
地
改
良
区
連
合

　　


55
ー
2
2
1
6

▼
初
め
て
ご
利
用
の
方
へ

　　
e
‐
T
a
x
を
利
用
す
る
に
は
、

電
子
証
明
書
の
取
得
が
必
要
で

す
。電
子
証
明
書
と
は
、住
民
が
安

心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

国
や
地
方
の
行
政
機
関
が
行
う
電

子
申
請
・
届
出
等
の
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
た
め
に
利
用
す
る
も

の
で
す
。

■
電
子
証
明
書
の
受
付
窓
口

　　

市
役
所
本
庁
１
階
市
民
保
険
課

■
電
子
証
明
書
の
取
得
に

　　

必
要
な
も
の

　
●　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
以
下

住
基
カ
ー
ド
）

※
お
持
ち
で
な
い
方
は
印
鑑
・
免
許
証
等
本

人
確
認
書
類
が
あ
れ
ば
そ
の
場
で
申
請
で
き

ま
す
が
、発
行
ま
で
に
約
10
日
か
か
り
ま
す

　
●　

運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

の
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き

の
証
明
書

　
●　

発
行
手
数
料　

500
円（
住
基
カ
ー

ド
、電
子
証
明
書
い
ず
れ
も
）

■
電
子
証
明
書
の
ほ
か
に
準
備
し

て
い
た
だ
く
も
の

　
　

I
C
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ（
家

電
量
販
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販

売
で
購
入
で
き
ま
す
）

▼
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は

　　
３
年
間
で
す
！

　
　

有
効
期
限
が
満
了
し
た
と
き
、

ま
た
は
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、

性
別
の
い
ず
れ
か
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
に
は
、
電
子
証
明
書
は
失
効

し
ま
す
。

　
　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、

電
子
証
明
書
の
発
行
時
に
配
布
す

る
印
刷
物「
電
子
証
明
書
の
写
し
」

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
的
個

人
認
証
の
利
用
者
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

ソ
フ
ト
（
J
P
K
I
利
用
者
ソ
フ

ト
）
を
利
用
し
て
有
効
期
間
を
確

認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
住
基
カ
ー
ド
の
券
面
に
記
載
さ
れ
た
有

効
期
間
は
住
基
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
で
あ

り
、
電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　　

電
子
証
明
書
の
取
得
に
必
要
な

も
の
と
同
じ

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　http
://w
w
w
. e
-tax.nta.g

o
.jp

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

イ
ベ
ン
ト
の
予
定
や
様
子
の
掲
載
を
見
る
の
が
毎
回
楽
し
み
で
す
。
転
勤
し
て
き
た
者
で
も
香
南
市
を
よ
く
知
れ
る
き
っ
か
け
と
な
り
、イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
な
が
ら
香
南
市
に
愛
着
が
持
て
て
と
て
も
い
い
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

広
報
紙
に
関
し
て
で
は
な
い
の
で
す
が
、
缶
や
ビ
ン
の
回
収
に
資
源
ご
み
の
袋
で
は
な
く
、コ
ン
テ
ナ
等
の
使
い
回
し
の
で
き
る
カ
ゴ
の
中
に
出
す
よ
う
に
す
れ
ば
、
各
々
の
袋
も
い
ら
ず
エ
コ
だ
と
思
い
ま
す
。

報

へ

の

ご

意

見

N
年 金

N at i o n a l

P e n s i o n

年 金

　
国
民
年
金
保
険
料
は
納
付

　
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
割
引
額
が
よ
り
大
き
い

　
「
２
年
前
納
」が
始
ま
り
ま
し
た

e
‐
T
a
x
を
ご
利
用
の
方
へ

T
税 金

T  a  x

税 金

新
規
就
農
研
修
生

農
業
用
水
の
水
止
め

A
農 業

agriculture

農 業

  

第
三
者
か
ら
傷
病
を
受
け
た

  

場
合
の
治
療
費
に
つ
い
て

N
国 保

national

health insurance

国 保

　２月７日は「北方領土の日」です。択捉島、国後島、色丹
島、歯舞群島の北方四島は、歴史上、一度も外国の領土
になったことのない日本固有の領土です。家庭や職場から
北方領土返還要求の輪を広げよう！

北方領土返還要求運動高知県民会議　088-875-1170

考えよう　みんなで解決　北方領土
平成25年度北方領土返還要求運動に関する標語・キャッチコピー　最優秀作品

国
の
教
育
ロ
ー
ン

E
教 育教 育

E d u c at i o n

　まだまだ使えるハウスであるが「離農や規模
縮小でハウスを撤去したい」、「譲りたい」、「ハウ
ス付きの農地として誰かに貸したい」などの情報
が地域にあれば、ぜひお知らせください。
　また、中古ハウスを活用したい方がいましたら
お問い合わせください。

　園芸用ハウス流動化促進事業
　現在建っているハウスの解体・運搬・施工、ハウ
ス本体の改良、被覆資材等を除く附帯設備など補
助対象経費（450万円／10a）の半額程度を補助。

　農業委員会での利用権設定
　ハウスを含む農地の所有者と、その農地を借りた
い人が、賃借料や貸借期間などの条件が合致すれ
ば、農業経営基盤強化促進法により農業委員会と
市を通して契約する。

■問い合わせ／市役所農林課　57-7517

　　１２月に発生した突風災

害の復旧、新規就農者の

施設確保などのため、園

芸用ハウスの中古物件の

情報を集めています。

中古ハウスを移設して再活用例１

ハウス付き農地として貸し出し例２

▲
▲

報

へ

の

ご

意

見

中古ハウスの

物件情報求む！

園芸用

13２０１４.２ 12 ２０１４.２


